
注意報

警 報

林野⽕災警報・注意報の

運⽤が始まります
筑紫野市・太宰府市の皆様へ

令和8年（2026年）5⽉1⽇ 運⽤開始

筑紫野太宰府消防本部



なぜ「林野⽕災警報・注意報」制度ができたのか

⼤規模林野⽕災の多発

令和7年（2025年）2⽉
岩⼿県⼤船渡市で
⼤規模林野⽕災が発⽣

・約3,370haが焼損
・住宅90棟が焼失

近年、全国各地で
⼤規模な⼭⽕事が
相次いで発⽣しています

消防関係法令が改正されました

⼤規模林野⽕災を防ぐため
消防関係法令が改正され、

「林野⽕災警報」
「林野⽕災注意報」

の制度が全国⼀律で
創設されました

筑紫野・太宰府でも運⽤開始

筑紫野太宰府消防本部
管内においても令和8年5⽉1⽇よ
り運⽤を開始します
（筑紫野市・太宰府市）

屋外で⽕を使う際は
発令状況をご確認ください
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2種類の警報・注意報

気象条件によって「注意報」と「警報」の2段階で発令されます。

林野⽕災注意報

注意を要する気象条件

■ ⽕の使⽤の制限
努⼒義務が課されます
（⽕の使⽤を控えるよう努める）

■ 罰則
罰則なし（努⼒義務のため）

⼭⽕事防⽌のため、ぜひご協⼒をお願いします。

+
強⾵
注意報
→

林野⽕災警報

危険な気象条件

■ ⽕の使⽤の制限
義務が課されます
（従わなければなりません）

■ 罰則
30万円以下の罰⾦または拘留
（消防法による）
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発令基準

林野⽕災
注意報

次のいずれかに該当する場合
（当⽇に降⽔が⾒込まれる場合・積雪がある場合を除く）

① 前3⽇間の合計降⽔量が1mm以下 かつ 前30⽇間の合計降⽔量が30mm以下

② 前3⽇間の合計降⽔量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されているとき

林野⽕災
警報

上記①または②に加えて

強⾵注意報が発表されているとき

（注意報の条件を満たし、さらに強⾵の危険も重なった状態）

発令状況の確認は「筑紫野太宰府消防本部の公式SNS」から
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対象となる区域

筑紫野市・太宰府市内にある次の林野（森林）が対象です。

⺠有林
個⼈・法⼈が所有する⼭林

福岡県知事が定める「地域森林計画」の対象区域

（ふくおか森林オープンデータ森林計画区域の森林
⼜は森林の周囲約１kmの範囲）

国有林
国が管理する⼭林

九州森林管理局⻑が定める「森林計画」の対象区域

（福岡森林計画区内の国有林）

注意︓太宰府市の⾬量を基準として管内全区域を判断 （気象庁の林野⽕災ポータルサイトを活⽤）
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発令される期間

原則として︓毎年 1⽉〜5⽉
（林野⽕災が多発しやすい乾燥時期）

2⽉ 3⽉ 4⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

1〜5⽉︓発令期間 それ以外

発令期間中は毎朝気象条件を確認し、基準に該当する場合は発令します。
解除は発令基準に該当しなくなった場合に⾏われます。

※消防⻑が必要と認める場合は、上記以外の期間も発令することがあります。
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発令中は「⽕の使⽤」が制限されます

対象区域（林野・⼭林・原野等）での次の⾏為が制限されます

1
⼭林・原野等での
「⽕⼊れ」 2

花⽕（煙⽕）の
使⽤・消費 3

屋外での
「⽕遊び・たき⽕」

4
屋外の可燃物付近
での喫煙 5

危険区域内での
喫煙 6

残⽕・取灰・⽕粉
の不始末

上記の制限は「注意報」「警報」のどちらが発令されていても適⽤されます。
「警報」発令中に違反した場合は30万円以下の罰⾦または拘留の対象となります。
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罰則について

「注意報」と「警報」では、法的な義務の重さが異なります。

林野⽕災注意報 発令中

努⼒義務
⽕の使⽤を⾃ら控えるよう
努める義務が課されます。

違反しても罰則はありませんが、
⼭⽕事防⽌のため、ぜひご協⼒ください。

林野⽕災警報 発令中

義務
⽕の使⽤制限に従う義務が課されます。

違反した場合︓
30万円以下の罰⾦ または拘留

キャンプなどで薪などを使⽤する場合は、事前に発令状況をご確認ください。
警報・注意報が発令されている場合は、屋外での⽕の使⽤をお控えください。
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まとめ 〜 ご確認ください 〜

運⽤開始⽇ 令和8年（2026年）5⽉1⽇〜 筑紫野市・太宰府市内の林野が対象

2段階の警戒 注意報 → 努⼒義務（罰則なし）
警報 → 義務（30万円以下の罰⾦または拘留）

発令期間 原則 毎年1⽉〜5⽉（消防⻑が必要と認める期間も含む）

確認⽅法 筑紫野太宰府消防本部の公式SNSでご確認ください

お願い ⼭林・原野等で⽕を使う前に発令状況を確認し、発令中は⽕の使⽤をお控えください

お問い合わせ︓筑紫野太宰府消防本部予防課 TEL︓092-924-5792
筑紫野消防署 TEL︓092-924-5034 太宰府消防署 TEL︓092-924-4119 
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